
別記様式（第６条関係）

注意事項（かならず確認すること）
ちゅうい じ こ う かくにん

●@net119.speecan.jp のメールが受 信できる設 定にしてください。
じゅしん せってい

●スマートフォン、タブレットの場合はOSのバージョンが、Android
ばあい

（5.0以降）、iOS（9.0以降）であることを確 認してください。
いこう いこう かくにん

●フィーチャーフォン（ガラケー）の場合はSHA-2 証 明 書 、cookie
ばあい しょうめいしょ

に対 応していることを確 認してください。
たいおう かくにん

● 確 認 書 類について
かくにんしょるい

確認書類とは、本人確認書類の写し及び登別市消防本部ＮＥＴ１
かくにんしょるい ほんにんかくにんしょるい うつ およ のぼりべつししょうぼうほ ん ぶ

１９緊急通報システム運用要綱第３条各号のいずれかに該当するこ
きんきゅうつうほう うんようようこうだい じょうかくごう がいとう

とを証明する書類の写しをいいます。
しょうめい しょるい うつ

（１）本人確認書類
ほんにんかくにんしょるい

～運転免許証、マイナンバーカードなど官公署発行の写真付き
うんてんめんきょしょう かんこうしょはっこう しゃしんつき

証明書
しょうめいしょ

（２）要綱第３条各号のいずれかに該当することを証明する書類
ようこうだい じょうかくごう がいとう しょうめい しょるい

～身体障害者手帳、診断書など
しんたいしょうがいしゃてちょう しんだんしょ

●端 末の仕様がわからない場合は端 末を 購 入 したお店などに
たんまつ しよう ばあい たんまつ こうにゅう みせ

確 認・相 談をしてください。
かくにん そうだん

●利用者が未成年の場合は保護者の方が申 請を行ってください。
りようしゃ みせいねん ばあい ほごしゃ かた しんせい おこな

●利用者と申 請 者が異なる場合は、申 請 者の欄には保護者や
りようしゃ しんせいしゃ こと ばあい しんせいしゃ らん ほごしゃ

代理申 請 者の氏名を記載し、それ以外の部分は利用者の 情 報 を
だいりしんせいしゃ しめい きさい いがい ぶぶん りようしゃ じょうほう

記載してください。
きさい


